
JP 6216167 B2 2017.10.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の回路基板に、一の方向に沿って並置された複数の第１の接続端子と、
　前記第１の回路基板と重ねて接続される樹脂製の第２の回路基板に、複数の前記第１の
接続端子にそれぞれ接続するように、前記一の方向に沿って並置された複数の第２の接続
端子と、を含み、
　前記複数の第２の接続端子のそれぞれは、前記一の方向と交差する方向に延伸する複数
の第１の配線と、複数の前記第１の配線と接続し前記一の方向に延伸する第２の配線と、
を有し、
　前記第２の配線は、前記第２の回路基板の、前記第１の回路基板と重ねて接続される領
域を前記一の方向と直交する方向に３等分した際の中央部分に位置する、
　ことを特徴とする端子接続構造。
【請求項２】
　前記第２の配線は、前記第２の回路基板の、前記第１の回路基板と重ねて接続される領
域における前記一の方向と直交する方向の中央部分に位置する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の端子接続構造。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の端子接続構造を有する、
　ことを特徴とする電子機器。
【請求項４】
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　絶縁基板上で薄膜トランジスタを有する画素がマトリクス状に配置されたＴＦＴ基板と
、
　前記ＴＦＴ基板と対向して配置される、タッチセンサ検出電極を有する第１の回路基板
に、一の方向に沿って並置された複数の第１の接続端子と、
　前記第１の回路基板と重ねて接続される樹脂製の第２の回路基板に、複数の前記第１の
接続端子にそれぞれ接続するように、前記一の方向に沿って並置された複数の第２の接続
端子と、を含み、
　前記複数の第２の接続端子のそれぞれは、前記一の方向と交差する方向に延伸する複数
の第１の配線と、複数の前記第１の配線と接続し前記一の方向に延伸する第２の配線と、
を有し、
　前記第２の配線は、前記第２の回路基板の、前記第１の回路基板と重ねて接続される領
域を前記一の方向と直交する方向に３等分した際の中央部分に位置する、
　ことを特徴とするタッチセンサ内蔵表示装置。
【請求項５】
　前記第２の配線は、前記第２の回路基板の、前記第１の回路基板と重ねて接続される領
域における前記一の方向と直交する方向の中央部分に位置する、
　ことを特徴とする請求項４に記載のタッチセンサ内蔵表示装置。
【請求項６】
　前記ＴＦＴ基板上には、前記薄膜トランジスタの駆動を制御する電子部品を更に有し、
　前記電子部品は平面視において前記第２の回路基板の外縁の内側と重なり合う領域に位
置し、
　前記第２の回路基板は、前記領域に、平面視における前記電子部品との重なりを避ける
ように開口する開口部を備える、
　ことを特徴とする請求項４又は５に記載のタッチセンサ内蔵表示装置。
【請求項７】
　前記第１の接続端子は、平面視において、前記第１の回路基板の前記第２の回路基板と
重ねて接続される領域のうちの、前記一の方向と直交する方向に前記開口部が備えられる
領域以外の領域に配置される、
　ことを特徴とする請求項６に記載のタッチセンサ内蔵表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端子接続構造及びタッチセンサ内蔵表示装置に関する。特に、該端子接続構
造を備えるタッチセンサ内蔵表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、いわゆるタッチパネルとよばれる接触検出装置（タッチセンサ）を表示装置上に
配置し、該表示装置に各種ボタンを表示させることにより、通常のボタンのかわりとして
情報の入力を可能とした、いわゆるタッチセンサ内蔵表示装置が注目されている。
【０００３】
　この技術は、モバイル機器の画面の大型化傾向の中にあって、ディスプレイとボタンと
を共通の領域に配置することを可能にすることから、省スペース化や部品点数の削減とい
う大きなメリットをもたらすものである。
【０００４】
　特許文献１には、カラーフィルタ基板の上面にタッチセンサ用の電極を形成したタッチ
センサ付表示装置について開示がされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２４４９５８号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図３Ａは、表示装置上に接触検出装置（タッチセンサ）を配置した、従来のタッチセン
サ内蔵表示装置の一例を示す平面図である。また、図３Ｂは、図３Ａにおける破線で示さ
れるＢ領域であって、表示装置上に設けられた接続端子とフレキシブルプリント回路基板
（ＦＰＣ）との接続構造を拡大して示す図である。また、図３Ｃは、図３ＡにおけるＣ－
Ｃ線における断面を示す図である。
【０００７】
　ここで、近年の電子機器における表示画面の大型化、若しくは電子機器の小型化に伴い
、例えば、表示画面に寄与しない額縁寸法（表示画面領域の外形と、ＴＦＴ基板の外形と
の間の寸法であり、例えば図３Ａ、３Ｂに示されるＡ寸法）等の低減が要求されている。
発明者らは、該要求をＣＦ基板３０上に設けられた第１の接続端子３２とフレキシブルプ
リント回路基板（ＦＰＣ）４０に設けられた第２の接続端子４２との端子接続構造を工夫
することで実現できないかと鋭意検討を行った。
【０００８】
　本発明の目的は、電子機器の省スペース化を実現する、第１の回路基板に、一の方向に
沿って並置された複数の第１の接続端子と、前記第１の回路基板と重ねて接続される樹脂
製の第２の回路基板に、複数の前記第１の接続端子のそれぞれに接続するように、前記一
の方向に沿って並置された複数の第２の接続端子と、を含む端子接続構造を提供すること
を目的とする。
【０００９】
　なお、ここでいう電子機器の省スペース化とは、上述のように具体的には、電子機器の
小型化、表示画面を有する電子機器における表示画面に寄与しない額縁寸法の低減等をい
うこととしてもよい。
【００１０】
　また、本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付
図面によって明らかにする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するための本発明に係る端子接続構造は、第１の回路基板に、一の方向
に沿って並置された複数の第１の接続端子と、前記第１の回路基板と重ねて接続される樹
脂製の第２の回路基板に、複数の前記第１の接続端子にそれぞれ接続するように、前記一
の方向に沿って並置された複数の第２の接続端子と、を含み、複数の前記第２の接続端子
のそれぞれは、前記一の方向と交差する方向に延伸する複数の第１の配線と、複数の前記
第１の配線と接続し前記一の方向に延伸する第２の配線と、を有し、前記第２の配線を、
前記第２の回路基板の前記第１の回路基板と重ねて接続される領域に備えることを特徴と
する。
【００１２】
　また、前記第２の配線は、前記第２の回路基板の前記第１の回路基板と重ねて接続され
る領域を、前記一の方向と直行する方向に３等分した際の中央部分に位置することとして
もよい。
【００１３】
　また、本発明に係るタッチセンサ内蔵表示装置は、絶縁基板上で薄膜トランジスタを有
する画素がマトリクス状に配置されたＴＦＴ基板と、前記ＴＦＴ基板と対向して配置され
る、タッチセンサ検出電極を有する第１の回路基板に、一の方向に沿って並置された複数
の第１の接続端子と、前記第１の回路基板と重ねて接続される樹脂製の第２の回路基板に
、複数の前記第１の接続端子にそれぞれ接続するように、前記一の方向に沿って並置され
た複数の第２の接続端子と、を含み、複数の前記第２の接続端子のそれぞれは、前記一の
方向と交差する方向に延伸する複数の第１の配線と、複数の前記第１の配線と接続し前記
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一の方向に延伸する第２の配線と、を有し、前記第２の配線を、前記第２の回路基板の前
記第１の回路基板と重ねて接続される領域に備えることを特徴とする。
【００１４】
　また、前記第２の配線は、前記第２の回路基板の前記第１の回路基板と重ねて接続され
る領域を、前記一の方向と直行する方向に３等分した際の中央部分に位置することとして
もよい。また、前記ＴＦＴ基板上には、前記薄膜トランジスタの駆動を制御する電子部品
を更に有し、前記電子部品は平面視において前記第２の回路基板の外縁の内側と重なり合
う領域に位置し、前記第２の回路基板は、前記領域に、平面視における前記電子部品との
重なりを避けるように開口する開口部を備えることとしてもよい。また、前記第１の接続
端子は、平面視において、前記第１の回路基板の前記第２の回路基板と重ねて接続される
領域のうちの、前記一の方向と直行する方向に前記開口部が備えられる領域以外の領域に
配置されることとしてもよい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によって、電子機器の省スペース化を実現する、第１の回路基板に、一の方向に
沿って並置された複数の第１の接続端子と、前記第１の回路基板と重ねて接続される樹脂
製の第２の回路基板に、複数の前記第１の接続端子のそれぞれに接続するように、前記一
の方向に沿って並置された複数の第２の接続端子と、を含む端子接続構造の提供がされる
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１Ａ】本発明の第一の実施形態に係る端子接続構造が備えられたタッチセンサ内蔵表
示装置を示す平面図である。
【図１Ｂ】図１Ａにおける破線で示されるＢ領域であって、表示装置上に設けられた接続
端子とフレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）との接続構造を拡大して示す図である。
【図１Ｃ】図１ＢにおけるＣ－Ｃ線における断面を示す図である。
【図１Ｄ】本発明の第一の実施形態に係る端子接続構造が備えられた他のタッチセンサ内
蔵表示装置を示す平面図である。
【図２Ａ】本発明の第二の実施形態に係る端子接続構造が備えられたタッチセンサ内蔵表
示装置を示す平面図である。
【図２Ｂ】図２Ａにおける破線で示されるＢ領域であって、表示装置上に設けられた接続
端子とフレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）との接続構造を拡大して示す図である。
【図２Ｃ】図２ＢにおけるＣ－Ｃ線における断面を示す図である。
【図２Ｄ】図２Ａにおける破線で示されるＢ領域であって、表示装置上に設けられた接続
端子とフレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）との接続構造の他の一例を拡大して示す
図である。
【図３Ａ】表示装置上に接触検出装置（タッチセンサ）を配置した、従来のタッチセンサ
内蔵表示装置の一例を示す平面図である。
【図３Ｂ】図３Ａにおける破線で示されるＢ領域であって、表示装置上に設けられた接続
端子とフレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）との接続構造を拡大して示す図である。
【図３Ｃ】図３ＡにおけるＣ－Ｃ線における断面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明に係る端子接続構造は、第１の回路基板に、一の方向に沿って並置された複数の
第１の接続端子と、前記第１の回路基板と重ねて接続される樹脂製の第２の回路基板に、
複数の前記第１の接続端子にそれぞれ接続するように、前記一の方向に沿って並置された
複数の第２の接続端子と、を含み、複数の前記第２の接続端子のそれぞれは、前記一の方
向と交差する方向に延伸する複数の第１の配線と、複数の前記第１の配線と接続し前記一
の方向に延伸する第２の配線と、を有し、前記第２の配線を、前記第２の回路基板の前記
第１の回路基板と重ねて接続される領域に備えることを特徴とするものである。
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【００１８】
　以下に説明を行う本発明に係る端子接続構造は、第１の回路基板に、一の方向に沿って
並置された複数の第１の接続端子と、前記第１の回路基板と重ねて接続される樹脂製の第
２の回路基板に、複数の前記第１の接続端子にそれぞれ接続するように、前記一の方向に
沿って並置された複数の第２の接続端子と、を含むものであり、該端子接続構造は様々な
電子機器に適応することができる。また、本発明に係る端子接続構造は、タッチセンサ内
蔵表示装置に適応されることとしてもよい。
【００１９】
　はじめに、第１の回路基板に、一の方向に沿って並置された複数の第１の接続端子と、
第１の回路基板と重ねて接続される樹脂製の第２の回路基板に、複数の前記第１の接続端
子のそれぞれに接続するように、前記一の方向に沿って並置された複数の第２の接続端子
と、を含む、従来における端子接続構造について、該端子接続構造がタッチセンサ内蔵表
示装置に適応された例に基づいて説明を行う。
【００２０】
　図３Ａは、表示装置上に接触検出装置（タッチセンサ）を配置した、従来のタッチセン
サ内蔵表示装置の一例を示す平面図である。また、図３Ｂは、図３Ａにおける破線で示さ
れるＢ領域であって、表示装置上に設けられた接続端子とフレキシブルプリント回路基板
（ＦＰＣ）との接続構造を拡大して示す図である。また、図３Ｃは、図３ＡにおけるＣ－
Ｃ線における断面を示す図である。
【００２１】
　図３Ａに示されるように、従来のタッチセンサ内蔵表示装置１１は、例えば、絶縁基板
上で薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を有する画素がマトリクス状に配置されたＴＦＴ基板２
０と、ＴＦＴ基板２０と対向して配置される、タッチセンサ検出電極３１を有するカラー
フィルタ（ＣＦ）基板３０とを含む。そして、ＣＦ基板３０は、タッチセンサ検出電極３
１と接続される、一の方向（図３Ａ中のＸ方向）に沿って並置された複数の第１の接続端
子３２を備える。
【００２２】
　また、ＣＦ基板３０と重ねて接続される樹脂製の回路基板であるフレキシブルプリント
回路基板（ＦＰＣ）４０には、複数の第１の接続端子３２のそれぞれに接続するように、
一の方向（図３Ａ中のＸ方向）に沿って並置された複数の第２の接続端子４２が備えられ
ている。
【００２３】
　そして、図３Ａ、３Ｂに示されるように、ＣＦ基板３０と重ねて接続される樹脂製の回
路基板であるフレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）４０は、ＴＦＴ基板２０上に備え
られる薄膜トランジスタの駆動を制御するドライバＩＣ２１と、平面視において第２の回
路基板４０の外縁の内側と重なり合う領域に位置している。
【００２４】
　また、図３Ｃにて示されるように、ＣＦ基板３０とフレキシブルプリント回路基板（Ｆ
ＰＣ）４０とは、複数の第２の接続端子４２のそれぞれを構成する、一の方向（図３Ａ、
３Ｂ中のＸ方向）と交差する方向（図３Ａ、３Ｂ中のＹ方向）に延伸する複数の第１の配
線３２の間に、例えば異方性導電接着剤（ＡＣＦ）４３を備えて接着することによって、
強固に接続されている。
【００２５】
　なお、図３Ｃに示されるように、フレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）４０は、ベ
ースフィルム４０ａと、カバーフィルム４０ｂと、を含んで構成されており、第２の接続
端子４２と電気的に接続される配線４６は、ベースフィルム４０ａとカバーフィルム４０
ｂとの間に、挟まれて配置されている。
【００２６】
　そして、複数の第２の接続端子４２を構成する、第１の配線４２ａは、フレキシブルプ
リント回路基板（ＦＰＣ）４０のＣＦ基板３０と重ねて接続される領域α以外の領域に備
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えられた、一の方向（図３Ａ、３Ｂ中のＸ方向）に延伸する第２の配線４２ｂによって束
ねられて接続されている（結線されている）。
【００２７】
　なお、フレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）４０のＣＦ基板３０と重ねて接続され
る領域αにおいては、異方性導電接着剤（ＡＣＦ）４３を用いて、フレキシブルプリント
回路基板（ＦＰＣ）４０とＣＦ基板３０とを直接接続される範囲（例えば、図３Ｂ中にお
ける符号Ｚにて示される領域）がそれぞれ均一の面積であることが、基板同士の接続面全
体において均一な接続を保つ上で好ましいため、図３Ｂに示されるようなダミー端子４４
を配置することとしてもよい。
【００２８】
　ここで、近年の電子機器における表示画面の大型化、若しくは電子機器の小型化に伴い
、例えば、表示画面に寄与しない額縁寸法（表示画面領域の外形と、ＴＦＴ基板の外形と
の間の寸法であり、例えば図３Ａ、３Ｂに示されるＡ寸法）等の低減が要求されている。
【００２９】
　このような要求に応えるべく本発明に係る端子接続構造は、第１の回路基板に、一の方
向に沿って並置された複数の第１の接続端子と、前記第１の回路基板と重ねて接続される
樹脂製の第２の回路基板に、複数の前記第１の接続端子にそれぞれ接続するように、前記
一の方向に沿って並置された複数の第２の接続端子と、を含み、複数の前記第２の接続端
子のそれぞれは、前記一の方向と交差する方向に延伸する複数の第１の配線と、複数の前
記第１の配線と接続し前記一の方向に延伸する第２の配線と、を有し、前記第２の配線を
、前記第２の回路基板の前記第１の回路基板と重ねて接続される領域に備えることを特徴
とする。
【００３０】
　このような端子接続構造を備えた電子機器は、該電子機器の小型化、表示画面を有する
電子機器における表示画面に寄与しない額縁寸法の低減等を実現するものである。下記よ
り、本発明に係る端子接続構造に関して、実施態様を例に詳細に説明を行う。
【００３１】
［第一の実施形態］
　図１Ａは、本発明の第一の実施形態に係る端子接続構造が備えられたタッチセンサ内蔵
表示装置を示す平面図である。図１Ｂは、図１Ａにおける破線で示されるＢ領域であって
、表示装置上に設けられた接続端子とフレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）との接続
構造を拡大して示す図である。また、図１Ｃは、図１ＢにおけるＣ－Ｃ線における断面を
示す図である。
【００３２】
　図１Ａに示されるように、本発明の第一の実施形態に係る端子接続構造が備えられたタ
ッチセンサ内蔵表示装置１０は、例えば、絶縁基板上で薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を有
する画素がマトリクス状に配置されたＴＦＴ基板２０と、ＴＦＴ基板２０と対向して配置
される、タッチセンサ検出電極３１を有する第１の回路基板であるカラーフィルタ（ＣＦ
）基板３０とを含む。
【００３３】
　なお、図中においては図示を省略しているが、ＴＦＴ基板２０とＣＦ基板３０との間で
あって、ＴＦＴ基板２０上には、例えば液晶層、又は有機ＥＬ素子層等が備えされており
、タッチセンサ内蔵表示装置１０は、ＴＦＴ基板２０に配置された薄膜トランジスタ（Ｔ
ＦＴ）からの信号に基づいて表示領域Ｄに画像を表示する。また、ＴＦＴ基板２０上には
、ＴＦＴ基板２０に配置された薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の駆動を制御するドライバＩ
Ｃ２１が備えられている。
【００３４】
　また、タッチセンサ検出電極３１によって検出された信号は、フレキシブルプリント回
路基板（ＦＰＣ）４０を介して、表示領域Ｄへの接触を検知するタッチセンサ制御部１０
０と接続されている。そして、平面視において、タッチセンサ検出電極３１が配置される
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領域と表示領域Ｄとは、重なって配置されており、タッチセンサ検出電極３１、タッチセ
ンサ制御部１００は、表示領域Ｄ何れの位置に指先が接触したかを検出、検知することに
よって、表示領域Ｄに例えば各種ボタンを表示させ、通常のボタンのかわりとして情報の
入力を可能としている。
【００３５】
　以下、図１Ｂを参照して、ＣＦ基板３０に備えられた、タッチセンサ検出電極３１と接
続される第１の接続端子３２と、フレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）４０に配置さ
れた第２の接続端子４２との端子接続構造について説明を行う。
【００３６】
　図１Ｂに示されるように、ＣＦ基板３０には、タッチセンサ検出電極３１と接続され、
一の方向（図１Ｂ中のＸ方向）に沿って並置された複数の第１の接続端子３２が備えられ
ている。また、ＣＦ基板３０と重ねて接続される樹脂製の第２の回路基板であるフレキシ
ブルプリント回路基板（ＦＰＣ）４０には、複数の第１の接続端子３２のそれぞれに接続
するように、一の方向（図１Ａ中のＸ方向）に沿って並置された複数の第２の接続端子４
２が備えられている。
【００３７】
　そして、図１Ａ、１Ｂに示されるように、ＣＦ基板３０と重ねて接続されるフレキシブ
ルプリント回路基板（ＦＰＣ）４０は、ＴＦＴ基板２０上に備えられる薄膜トランジスタ
の駆動を制御するドライバＩＣ２１と、平面視において前記第２の回路基板の外縁の内側
の一部と重なり合う領域に位置している。
【００３８】
　また、図１Ｃを参照すると、ＣＦ基板３０とフレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）
４０とは、複数の第２の接続端子４２のそれぞれを構成する、一の方向（図１Ａ、１Ｂ中
のＸ方向）と交差する方向（図１Ａ、１Ｂ中のＹ方向）に延伸する複数の第１の配線４２
ａの間に、例えば異方性導電接着剤（ＡＣＦ）４３を備えて接着することによって、強固
に接続されている。
【００３９】
　なお、図１Ｃに示されるように、フレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）４０は、ベ
ースフィルム４０ａと、カバーフィルム４０ｂと、を含んで構成されており、第２の接続
端子４２と電気的に接続される配線４６は、ベースフィルム４０ａとカバーフィルム４０
ｂとの間に、挟まれて配置されている。
【００４０】
　そして、また、図１Ｂにて示されるように、複数の前記第２の接続端子４２のそれぞれ
は、一の方向（図１Ａ、１Ｂ中のＸ方向）と交差する方向（図１Ａ、１Ｂ中のＹ方向）に
延伸する複数の第１の配線４２ａと、複数の第１の配線と接続し一の方向（図１Ａ、１Ｂ
中のＸ方向）に延伸する第２の配線４２ｂと有し、複数の第１の配線４２ａと第２の配線
４２ｂとは、フレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）４０のＣＦ基板３０と重ねて接続
される領域αに備えられるものである。
【００４１】
　すなわち、タッチセンサ内蔵表示装置１０に備えられる端子接続構造における、フレキ
シブルプリント回路基板（ＦＰＣ）４０に備えられる第２の接続端子４２の第１の配線４
２ａは、フレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）４０のＣＦ基板３０と重ねて接続され
る領域に備えられた、一の方向（図１Ａ、１Ｂ中のＸ方向）に延伸する第２の配線４２ｂ
によって束ねられて接続されている（結線されている）。
【００４２】
　なお、タッチセンサ内蔵表示装置１０に備えられる端子接続構造においても、フレキシ
ブルプリント回路基板（ＦＰＣ）４０のＣＦ基板３０と重ねて接続される領域αに、基板
同士の接続面全体においてより均一な接続とするように、図１Ｂに示されるようなダミー
端子４４を配置することとしてもよい。
【００４３】
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　このように、本発明の接続端子構造は、タッチセンサ内蔵表示装置１０のような電子機
器に適用されることとしてもよい。すなわち、本発明の接続端子構造が適用された電子機
器は、絶縁基板上で薄膜トランジスタを有する画素がマトリクス状に配置されたＴＦＴ基
板２０と、ＴＦＴ基板２０と対向して配置される、タッチセンサ検出電極を有する第１の
回路基板３０に、一の方向（図１Ａ中のＸ方向）に沿って並置された複数の第１の接続端
子３２と、第１の回路基板３０と重ねて接続される樹脂製の第２の回路基板４０に、複数
の第１の接続端子３２にそれぞれ接続するように、一の方向（図１Ａ中のＸ方向）に沿っ
て並置された複数の第２の接続端子４２と、を含み、複数の第２の接続端子４２のそれぞ
れは、一の方向（図１Ａ、１Ｂ中のＸ方向）と交差する方向（図１Ａ、１Ｂ中のＹ方向）
に延伸する複数の第１の配線４２ａと、複数の第１の配線４２ａと接続し一の方向（図１
Ａ、１Ｂ中のＸ方向）に延伸する第２の配線４２ｂと、を有し、第２の配線４２ｂを、第
２の回路基板４０の第１の回路基板３０と重ねて接続される領域αに備えることを特徴と
するタッチセンサ内蔵表示装置１０であることとしてもよい。
【００４４】
　また、第２の接続端子４２が有する第２の配線４２ｂは、第２の回路基板４０の第１の
回路基板３０と重ねて接続される領域αを、一の方向（図１Ａ中のＸ方向）と直行する方
向に３等分した際の中央部分に位置することとしてもよい。また、第２の接続端子４２が
有する第２の配線４２ｂは、第２の回路基板４０の第１の回路基板３０と重ねて接続され
る領域αの、一の方向（図１Ａ中のＸ方向）と直行する方向の中央部分に位置することと
してもよい。
【００４５】
　第２の配線４２ｂを上述の位置に備えることによって、例えば異方性導電接着剤（ＡＣ
Ｆ）４３を用いてＣＦ基板３０とフレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）４０とを接着
する場合、両基板の接着面における、ＡＣＦ４３による接着の単位面積が略等しいものと
なるため、両基板の接着は強固なものとなるという効果を奏する。
【００４６】
　また、上記においては、本発明の端子接続構造が、いわゆるインセルタッチパネル内蔵
表示装置に適応される態様について説明を行ったが、本発明の端子構造は、例えば図１Ｄ
に示すようにオンセルタッチパネル内蔵表示装置に適応されることとしてもよい。
【００４７】
　図１Ｄは、本発明の第一の実施形態に係る端子接続構造が備えられた他のタッチセンサ
内蔵表示装置を示す平面図である。図１Ｄに示されるタッチセンサは、一方向（図１Ｄ中
のＸ方向）に延び複数並置された第一の検出電極３１ａと、第一のタッチセンサ検出電極
３１ａの配置される一方向とは異なる方向（例えば図１Ｄ中のＹ方向）に延び、複数並置
された第二のタッチセンサ検出電極３１ｂと、第一のタッチセンサ検出電極３１ａ及び第
二のタッチセンサ検出電極３１ｂのいずれか一方の電位を制御し、いずれか他方で生じた
電気的変化を検出することにより、表示面への接触を検知するタッチセンサ制御部１１０
と、を備えるものである。
【００４８】
［第二の実施形態］
　電子機器の薄型化に伴い、例えば、第一の実施形態の端子接続構造が備えされたタッチ
センサ内蔵表示装置の断面図である、図１ＣにおけるＣＦ基板３０が、更に薄いものが備
えられた場合、フレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）４０がＴＦＴ基板２０上に備え
られた電子部品（ドライバＩＣ２１）に乗り上げた状態で設置されることとなる。このよ
うな状態を回避する態様である第二の実施形態に係る端子接続構造が備えされたタッチセ
ンサ内蔵表示装置１０について下記に説明する。
【００４９】
　図２Ａは、本発明の第二の実施形態に係る端子接続構造が備えられたタッチセンサ内蔵
表示装置を示す平面図である。図２Ｂは、図２Ａにおける破線で示されるＢ領域であって
、表示装置上に設けられた接続端子とフレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）との接続
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構造を拡大して示す図である。また、図２Ｃは、図２ＢにおけるＣ－Ｃ線における断面を
示す図である。
【００５０】
　図２Ａ、２Ｂに示されるように、第二の実施形態に係る端子接続構造が備えられたタッ
チセンサ内蔵表示装置１０は、第一の実施形態に係る端子接続構造が備えられたタッチセ
ンサ内蔵表示装置と同様、絶縁基板上で薄膜トランジスタを有する画素がマトリクス状に
配置されたＴＦＴ基板２０と、ＴＦＴ基板２０と対向して配置される、タッチセンサ検出
電極３１を有する第１の回路基板３０に、一の方向（図２Ａ、２Ｂ中のＸ方向）に沿って
並置された複数の第１の接続端子３２と、第１の回路基板３０と重ねて接続される樹脂製
の第２の回路基板４０に、複数の第１の接続端子３２にそれぞれ接続するように、一の方
向（図２Ａ、２Ｂ中のＸ方向）に沿って並置された複数の第２の接続端子４２と、を含み
、複数の第２の接続端子４２のそれぞれは、一の方向（図２Ａ、２Ｂ中のＸ方向）と交差
する方向（図２Ａ、２Ｂ中のＹ方向）に延伸する複数の第１の配線４２ａと、複数の第１
の配線４２ａと接続し一の方向（図２Ａ、２Ｂ中のＸ方向）に延伸する第２の配線４２ｂ
と、を有し、第２の配線４２ｂを第２の回路基板４０の第１の回路基板３０と重ねて接続
される領域αに備えることを特徴とするタッチセンサ内蔵表示装置１０である。
【００５１】
　そして、図２Ａ、２Ｂにて示されるように、タッチセンサ内蔵表示装置１０のＴＦＴ基
板２０上には、前記薄膜トランジスタの駆動を制御する電子部品（ドライバＩＣ２１）を
有している。そして、ドライバＩＣ２１は平面視において第２の回路基板４０の外縁の内
側と重なり合う領域（図２Ａにおける破線にて囲まれた領域β）に位置している。そして
、第二の実施形態に係るタッチセンサ内蔵表示装置１０の第２の回路基板４０は、図２Ａ
における破線にて囲まれた領域βに、平面視におけるドライバＩＣ２１との重なりを避け
るように開口する開口部４５を備えている。
【００５２】
　このように、第２の回路基板４０において配線４６が配置される面積に制限がある場合
、すなわち、図２ＢにおけるＩ寸法が小さい場合においても、本発明の端子接続構造は好
適に用いることができる。
【００５３】
　また、図２Ｄは、図２Ａにおける破線で示されるＢ領域であって、表示装置上に設けら
れた接続端子とフレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）との接続構造の他の一例を拡大
して示す図である。
【００５４】
　図２Ｄに示されるように、タッチセンサ内蔵表示装置１０における第１の接続端子３２
は、平面視において、第１の回路基板３０の第２の回路基板４０と重ねて接続される領域
αのうちの、一の方向（図２Ｄ中のＸ方向）と直行する方向（図２Ｄ中のＹ方向）に開口
部４５が備えられる領域以外の領域に配置されることとしてもよい。
【００５５】
　この場合、平面視において、第１の回路基板３０の第２の回路基板４０と重ねて接続さ
れる領域αと、第２の回路基板４０に設けられる開口部４５が備えられる領域と、をより
近くに備えることができ、表示画面に寄与しない額縁寸法（表示画面領域の外形と、ＴＦ
Ｔ基板の外形との間の寸法であり、例えば図２Ｄに示されるＩＩ寸法）を低減できるとい
う効果を奏する。
【００５６】
　また、上記説明した第二の実施形態に係る端子接続構造も、インセルタッチパネル内蔵
表示装置のみならず、第一の実施形態に係る端子接続構造と同様に、オンセルタッチパネ
ル内蔵表示装置に適応されることとしてもよい。
【符号の説明】
【００５７】
　１０，１１　タッチパネル内蔵表示装置、２０　ＴＦＴ基板、２１　ドライバＩＣ、３
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０　ＣＦ基板（第１の回路基板）、３１　タッチセンサ検出電極、３２　第１の接続端子
、４０　フレキシブルプリント回路基板（第２の回路基板）、４２　第２の接続端子、４
２ａ　第１の配線、４２ｂ　第２の配線、４３　異方性導電接着剤、４４　ダミー端子、
４５　開口部、４６　配線、１００，１１０　タッチセンサ制御部。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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